
提

出

者

中

根

康

浩

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
提
出

質

問
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国
民
年
金
の
健
全
な
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
民
年
金
制
度
は
、
公
的
年
金
の
中
核
を
な
し
、
そ
の
安
定
し
た
運
営
は
国
民
の
老
後
の
所
得
保
障
の
柱
と
し
て
不
可
欠
で

あ
る
。

現
在
、
こ
の
最
も
重
要
な
柱
で
あ
る
所
得
保
障
機
能
だ
け
で
な
く
、
加
入
者
や
年
金
受
給
者
等
へ
の
福
祉
増
進
と
の
名
目
で

様
々
な
周
辺
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
給
付
以
外
の
事
業
は
必
ず
し
も
効
率
的
・
効
果
的
で
あ
る

と
は
い
い
難
く
、
む
し
ろ
年
金
保
険
料
の
浪
費
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
も
多
く
あ
る
と
考
え
る
。

国
民
か
ら
年
金
制
度
へ
の
不
信
を
助
長
さ
せ
な
い
た
め
、
厚
生
労
働
省
及
び
社
会
保
険
庁
の
国
民
年
金
制
度
に
対
す
る
取
組

み
を
検
証
す
る
の
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
に
つ
い
て

（
�
）

国
民
年
金
保
険
料
か
ら
社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
に
使
わ
れ
た
金
額
と
そ
の
使
途
に
つ
い
て
、

過
去
三
ヵ
年
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
が
建
設
、
あ
る
い
は
運
営
す
る
施
設
に
、
年
金
保
険
料
を
使
う
こ
と

一



の
法
的
な
根
拠
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
の
歴
代
の
理
事
長
の
氏
名
と
就
任
期
間
及
び
前
職
を
答
弁
さ
れ
た

い
。

（
�
）

社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
が
建
設
あ
る
い
は
運
営
す
る
全
国
全
て
の
施
設
の
名
称
、
建
設
費
、

施
行
業
者
、
入
札
状
況
、
土
地
取
得
費
及
び
平
成
十
四
年
度
の
収
支
状
況
、
修
繕
費
と
こ
れ
ら
費
用
の
財
源
、
そ
れ
ぞ

れ
の
施
設
の
役
員
と
、
そ
の
う
ち
の
い
わ
ゆ
る
天
下
り
し
た
人
の
別
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
の
建
設
、
運
営
す
る
施
設
が
外
部
委
託
し
て
い
る
業
務
内
容
と
契
約

内
容
に
つ
い
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

（
�
）

社
団
法
人

全
国
国
民
年
金
福
祉
協
会
連
合
会
が
建
設
、
運
営
す
る
施
設
の
中
に
政
府
方
針
で
廃
止
が
見
込
ま
れ
て

い
る
施
設
が
あ
る
か
。
ま
た
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
を
答
弁
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


